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食品の加工や貯蔵、輸送などの技術が発展するにつれて、食品流通の広域化や国際化が進展し、
多種多様な食品を容易に入手できるようになっています。

このように、食生活が豊かになり、食をめぐる環境が複雑化する中で、食中毒事故の集団発生
や食の安全に係る輸入食品問題、健康食品における品質管理問題、食品偽装事件や品質事故など、
食品にかかわる事件・事故が相次いで発生し、食品安全に対する消費者の信頼が揺らいでいます。

また、食品を取り巻く環境変化や国際化に対応して食品衛生法が改正され、原則全ての食品等
事業者でＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が求められるなど、食の安全に対する取組みが強化されて
いるところです。

本県においては、食品安全に関する諸課題に適時・的確に対応するため「食品安全推進本部専
門部会」を組織し、部局横断的な連携を図るとともに、生産、製造・加工、流通、消費の各界各
層の代表者や学識経験者からなる「食品安全推進本部」を設置し、意見や提言をいただきながら、
食品の安全性確保のための施策等を総合的に推進しているところです。

食品の安全性確保をゆるぎないものにしていくためには、食品の生産、流通等に携わる関係者
ばかりでなく、すべての県民が、食品の安全性確保に関する知識と理解を深め、適切に行動して
いくことが大切です。

こうしたことから、県民の安全で豊かな食生活を守るため、「富山県食品安全基本方針」を策定し、
食品の安全性確保に関する基本的な考え方や、関係者の責務と消費者の役割を明らかにするとと
もに、基本的な取組みや緊急時の対応などについて定めるものです。

Ⅰ　趣 旨Ⅰ　趣 旨

Ⅱ　基本的な考え方Ⅱ　基本的な考え方
ふだんから県民の健康保護が最も重要であるという基本的な認識のもと、県民の生命又は健康

への悪影響の未然防止と抑制に努めていくことを旨として、

１ 食品の生産から流通、消費に至る全ての段階において、

２  社会動向や県民の意見及び要望に配慮しつつ、科学的な知見に基づき、食品の安全性確保
のために必要な措置を講じます。
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１　県の責務
県は、前述の基本的な考え方に基づき、国、市町村その他の関係行政機関等との連携、協力

のもとに、農林水産物の生産、食品の製造・加工、流通の各段階における監視指導を行うなど、
食品の安全性の確保のために必要な施策を策定し、実施します。

また、食品の安全性に関する情報を収集し、県民にわかりやすく提供するとともに、食品安
全について考える機会や意見交換の場を設けるなど、リスクコミュニケーションを推進します。

２　食品関連事業者の責務
食品関連事業者は、前述の基本的な考え方に基づき、食品の安全性の確保について一義的な

責任を有することを認識し、コンプライアンス体制の確立のもと、その生産活動や事業活動に
おいて必要な措置を適切に講じるとともに、正確かつ適切な情報の提供に努め、国や県等が実
施する施策に協力していく必要があります。

３　消費者の役割
消費者は、自らも積極的に行政などから発信される食品の安全に関する情報を収集し、正し

い知識の習得に努めるとともに、パブリックコメントや意見交換会等を通じて国や県等の施策
について意見を述べるなど、食品の安全性確保に積極的な役割を果たすことで、健康で、豊か
な食生活を実現していくことが大切です。

Ⅲ　関係者の責務と役割Ⅲ　関係者の責務と役割

●食品関連事業者
農林水産物の生産者、若しくは食品の製造・加工、流通・販売を業とする者。
食品関連事業者は、原材料の安全性の確保、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の推進、適正な食品

表示の徹底、事故発生時の迅速な対応等に努めなければならない。

●コンプライアンス
「要求・命令等に従うこと、応じること」を示す英語。一般的には法令遵守を行うことを指すが、

社会的規範や企業倫理までを含める場合もある。
コンプライアンスが問題となる食品関連の事例としては、食品の産地偽装、食品の期限表示の

改ざん、食品事故の隠ぺい等がある。

用 語 解 説
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Ⅳ　基本的な取組みⅣ　基本的な取組み
１　食品の安全に関する情報や意見の交換の促進

（１）　食品の安全に関するリスクコミュニケーションの実施
①　食品安全推進本部会議の開催

食品安全推進本部を中心に消費者、食品関連事業者等県
民各界各層の代表者と食品の安全性確保に関する情報及び
意見の交換を行います。また、食品安全推進本部専門部会
において、関係部局が連携して情報の収集や調査、施策の
検討、事件・事故等に対応し、食品の安全性確保に努めます。

■食品の安全性確保に関する推進体制

連携

食品安全推進本部会議

用 語 解 説
●リスク評価

食品中に含まれる危害要因を摂取することによって、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影
響が起きるかを科学的に評価すること。

我が国では、内閣府食品安全委員会が、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に評価を実施して
いる。

●リスク管理
リスク評価の結果を踏まえて、全ての関係者と協議しながら、リスク低減のための政策、措置につ

いて技術的な可能性、費用対効果等を検討し、適切な政策、措置を決定、実施すること。

●リスクコミュニケーション
食品を通じて危害要因を摂取することによって健康に悪影響を及ぼす可能性がある場合、その発生

を防止又は抑制する全過程において、行政、消費者、事業者、研究者その他の関係者の間で情報及び
意見を相互に交換すること。

食品安全推進本部会議 内閣府食品安全委員会

国

県民

リスク評価

消費者

生産者 食品事業者

リスク管理

食品安全推進本部専門部会

〈構成〉
本部長： 副知事
本部員： 学識経験者、食品製造・流通関係者、
 生産者団体、消費者団体

〈目的〉
・ 生産から消費に至る過程においての総合的な

食品安全施策の構築
・食品安全性確保に関する情報及び意見交換

リスクを科学的・中立公正に評価

厚生労働省・農林水産省・消費者庁
リスク低減のための政策・措置を検討・実施

〈構成〉
専門部会員：庁内関係部局

〈目的〉
・食品の安全性確保に関する施策の検討・調整
・ 食品安全性確保に関する情報収集及び意見

交換

リスクリスク
コミュニコミュニ
ケーションケーション

評価の要請 　　  結果の通知

食品の
消費活動

食品の提供　
食品情報の
公開
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②　食品の安全性確保に係る講習会等の開催
食の安全をテーマに消費者、事業者及び行政が情報共有や意見交換を行う食品安全

フォーラム、食の安全を語る会、食品衛生知識の普及啓発を図るため、要請に基づき実施
する食品安全出前講座を現地に加え、ＷＥＢを活用し効果的に開催します。

また、これにより地域において消費者、事業者等相互の意思疎通の円滑化を担う人材を
育成します。

なお、開催に当たっては県民に広くＰＲするとともに、県民が参加しやすいよう配慮に
努めます。

（２）　ホームページ、ＳＮＳ等による情報の提供と意見や要望への対応
ホームページ、ＳＮＳ等のデジタルツールを活用し、食品の安全に関する情報を、適時・

的確に発信し、県民に広く提供します。また、食品安全窓口の設置により、県民からの意見、
要望等の受付を行います。

（とやま食の安全・安心情報ホームページアドレス：
https://www.pref.toyama.jp/1613/kurashi/seikatsu/shokuseikatsu/anzen/）

（３）　食品の安全に関する正しい知識の普及啓発や相談の実施
食品安全に関する研修会の開催やパンフレットの配付等により食品安全に関する正しい

知識の普及啓発に努めるとともに、各相談窓口において、県民からの相談に適切に対応し
ます。

相談窓口 受付内容

消費生活センター 食品に関する消費生活相談

厚生センター 健康相談、衛生管理、栄養成分表示等

農産食品課食品安全係
食品の安全に関する質問や意見、要望等

とやま食の安全・安心情報ホームページ

食品表示110番 食品表示

指　標 令和２年度実績 令和８年度目標

食品安全出前講座の開催数 25回 75回

食品安全に関するＳＮＳでの発信数 ４回/年 12回/年

食品安全に関するリスコミ・イベント
への参加人数 2,769人 5,000人

■施策の目標指標
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２　安全な農林水産物の供給
（１）　適正な農業生産活動の実施

①　ＧＡＰの普及定着化
県条例に基づき定められた「富山県適正農業規範（とやまＧＡＰ規範）」を道しるべと

して、安全な農産物の生産や環境保全等に対するリスクを未然に防止する適正な農業生産
活動の実践（とやまＧＡＰ）を推進します。

また、消費者やマーケットのニーズに対応するため、ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.、ＡＳＩＡ
ＧＡＰ、ＪＧＡＰなど、第三者機関が認証するＧＡＰの取得を支援します。

②　農薬、肥料、飼料、動物（水産）用医薬品等の適正な製造、販売、使用の監視指導
農薬取締法、肥料の品質の確保等に関する法律、飼料安全法、医薬品医療機器等法など、

生産資材に関する規制を定めた法律に基づき、生産資材の適正な製造や流通を監視すると
ともに、生産者に対する適正使用の指導を徹底し、農林水産物の安全性確保に努めます。

また、持続可能な食料システムの構築を目指す『みどりの食料システム戦略』が令和３
年５月に策定されるなど、堆肥や緑肥による土づくりやフェロモン等を利用した害虫防除
など化学肥料や化学農薬のみに頼らない持続可能な農産物の生産の推進がこれまで以上に
重要となっており、引き続き、エコファーマー等の環境にやさしい農業を実践している農
業者の活動を支援します。

③　農林水産物の自主検査や生産履歴管理の徹底、トレーサビリティの推進
生産者や出荷団体が実施する青果物の残留農薬自主検査など、農林水産物の安全性確保

に係る生産者の自主的な取組みを推進します。
また、県産農産物の生産履歴記帳を推進するとともに、トレーサビリティの基本となる

生産、加工、流通段階での履歴の記録と保管を推進します。牛肉では、牛の個体識別を行
う情報管理の徹底、米では、取引等の記録による産地情報の適正な伝達等、トレーサビリ
ティを推進します。

飼料収去状況 飼料分析状況
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用 語 解 説
●ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：適正農業管理又は農業生産工程管理） 

適正な農業生産活動。また、その実践のために農業生産活動を行う上で必要な取組みを検討し、
農業生産活動の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うことにより、的確な実践及び持続的な
改善を図る取組み。

●富山県適正農業規範に基づく農業推進条例
農業者の適正な農業生産活動を推進することを目的とした条例。
ＧＡＰを推進するものとして本県が全国に先駆けて制定。

●とやまＧＡＰ
富山県適正農業規範に基づき、「安全な農産物の生産」や「環境の保全」、「農業者の安全確保」

等に関するリスク軽減など適正な農業生産活動。

●第三者機関が認証するＧＡＰ
取引先や消費者が直接確認できない生産工程における安全管理や持続可能性の取組みを、第

三者機関が審査して証明すること。日本ＧＡＰ協会が認証するＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰや
FoodPLUS GmbH( ドイツの民間非営利団体 ) が認証するＧＬＯＢＡＬＧ . Ａ . Ｐ . など。

●みどりの食料システム戦略
ＳＤＧｓや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、持続可能な食料シス

テムを構築するため、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションにより実
現を目指す政府方針。

●エコファーマー
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、堆肥等による土づくりと化学

肥料や農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産方式を導入する計画について、県知事から認定
を受けた農業者。

●牛の個体識別情報
国内で飼養された牛には１頭毎に 10 桁の個体識別番号が割り当てられ、農場で飼養されてい

る牛の耳標に印字されるとともに、食肉として販売される牛肉にも表示が義務付けられている。
この番号をもとにインターネットの検索サービス※で確認できる出生年月日や雌雄の別、品種、
飼養地等の情報のこと。

（※検索サービス：https://www.id.nlbc.go.jp）

●トレーサビリティ
「追跡可能性」と訳され、食品の生産、加工、流通などの各段階で原材料の出所や食品の製造元、

販売先などを記録保管し、食品とその情報とを追跡・遡及できるようにすることで、食品事故な
どの早期原因究明や問題食品の迅速な回収、適切な情報提供を図るもの。

●農薬取締法
農薬の規格や製造・販売・使用等の規制を定める法律。

●肥料の品質の確保等に関する法律
肥料の品質等を確保し、その公正な取引と安全な施用を確保するための法律。

●飼料安全法（飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律）
飼料及び飼料添加物の規格や製造・販売・使用等の規制を定める法律。

●医薬品医療機器等法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質等の確保及び使用等に関す

る規定を定める法律。
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（２）　家畜伝染病等の発生予防とまん延防止及び防疫体制の整備
①　家畜伝染病等の発生予防及びまん延防止

高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、口蹄疫
等のリスク管理措置の観点から重要な家畜伝
染病については、家畜伝染病予防法等に基づ
き、迅速かつ的確に発生予防、まん延防止に
努めます。

特に、高病原性鳥インフルエンザについて
は、定期的なモニタリング検査や消毒機器の
整備支援、豚熱については、ワクチン接種や
飼養衛生管理基準の遵守、野生いのししの捕獲強化支援などの発生予防対策を講じます。

万が一発生した場合の被害を最小限に抑えるために、市町村や関係機関等と連携した家
畜伝染病防疫演習の開催や、防疫措置に必要な資材・機材の備蓄などに取り組みます。

また、コイヘルペスウイルス病等魚病の防疫措置の徹底に努めます。
さらに、これらの疾病による風評被害の未然防止のため、消費者への正確な情報発信に

努めます。

②　腸管出血性大腸菌Ｏ 157 等の動物由来感染症の予防
腸管出血性大腸菌Ｏ 157 やサルモネラ等による畜産物の汚染を防止するため、ＨＡＣ

ＣＰ手法による生産衛生管理の普及に努めます。

（３）　衛生管理施設の改善
農林水産物が、衛生的に取り扱われ、消費者の元に届けられるよう、水産物荷さばき施

設（産地市場）等の衛生管理施設の整備に対する支援に努めます。

指　標 令和２年度実績 令和８年度目標

家畜伝染病防疫演習の開催箇所数 ４箇所 ６箇所

ＧＡＰ認証取得経営体数 52 経営体 80 経営体

■施策の目標指標

家畜伝染病防疫演習の状況
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用 語 解 説
●高病原性鳥インフルエンザ

鳥インフルエンザのうち、特に高い病原性を示す特定のウイルスによる疾病のこと。食品を介
して人に感染する可能性は、現時点でないものと考えられており、鶏卵や鶏肉を食べることによ
り感染した例は、世界的にも報告されていない。

●豚熱
豚・いのししの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴である。豚熱は、人には感染す

ることはなく、仮に感染した豚の肉を食べても人体に影響はない。

●口蹄疫
牛、豚、羊、山羊等の病気で、ウイルスの感染により発症し、極めて伝染力が強い。口や蹄に

水ぶくれができ、大量のよだれを出し、食欲が低減する。家畜伝染病予防法により、患畜、疑似
患畜の所有者は、と殺の義務がある。人に感染することはなく、食べても人体に影響はない。

●コイヘルペスウイルス病
マゴイとニシキゴイのみに発生する病気で、コイヘルペスウイルスの感染により発症するもの。

行動緩慢、摂餌不良になるが目立った外部症状は少なく、エラの退色等が見られ、死亡率が高い。
人に感染することはなく、食べても人体に影響はない。

●家畜伝染病予防法
家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目

的とした法律。対象となる伝染性疾病は家畜毎に定められている。
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３　食品の安全確認体制の強化
（１）　食品関係施設等の監視・指導

①　食中毒の原因究明及び発生防止指導
食中毒の発生時には関係機関の協力のもと、疫学調査、原因物質究明のための検査を速

やかに実施し、原因の早期究明、被害拡大防止及び再発防止を講じるとともに、迅速な情
報の提供を行います。

一般に食中毒に対する抵抗力が弱いとされる者が利用する学校、病院、社会福祉施設等
の給食施設に対して、『大量調理施設衛生管理マニュアル』に基づき、重点的な監視指導
を実施するとともに、調理従事者等に定期的に研修会を開催します。

また、食品取扱施設等における食中毒を未然に防止するには、調理従事者の健康管理を
徹底することが重要であることから、食品取扱施設及び給食施設（学校、保育所、社会福
祉施設等）の調理従事者に対し毎日の健康チェックを徹底し、体調が悪い場合には調理に
従事しないよう指導します。

②　食品関係営業施設へのＨＡＣＣＰに沿った衛生管理手法の推進及び監視指導の実施
食品衛生監視指導計画に基づき、食品の製造・加工、販売、飲食店等の施設に対して、

食品衛生法に定められた製造・加工基準、保存基準、施設基準等の指導を行うとともに、
衛生的な取扱いについて、監視指導を実施します。

特に、食品衛生法の改正により制度化された「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」を全ての
食品事業者で円滑に導入し、定着するよう立入検査時の助言や関係団体と連携を図り研修
会を開催する等、技術的な支援を行います。

また、食品衛生協会の食品衛生指導員による巡回指導等の活動を支援し、食品等事業者
の自主的な衛生管理等を推進します。

③　食肉検査体制の充実
と畜検査体制を充実し、安全な食肉の提供を行うとともに、食肉処理施設における食肉

の汚染防止対策として、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理が適切に運用されているか検証を行
い、処理工程、施設の衛生管理の徹底を指導します。

④　「いわゆる健康食品」の取締り
「いわゆる健康食品」の製造施設及び薬局・薬店を含むその販売施設の監視並びに買上

調査を通じ、「いわゆる健康食品」と称する無承認無許可医薬品の取締りに努めます。
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用 語 解 説
●疫学調査

疾病とその原因と考えられるものとの間に存在する関連性を証明するために、人間の特定の集団
内を対象に、罹患率、死亡率など、健康に係わる事柄・事象の頻度、時間的変動等を統計学的に調
査すること。

●大量調理施設衛生管理マニュアル
集団給食施設等の大量調理施設における食中毒を予防するため、ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理

点）の理念に基づき、調理工程における重要衛生管理事項などを示したもの。（平成９年３月、厚
生省生活衛生局長通知による）

●食品衛生監視指導計画
食品の監視指導・検査体制の強化のため、国が定める指針に基づき、都道府県等が毎年度、策定

しているもの。計画の中には、監視指導の対象、内容、回数等を具体的に盛り込み、これに基づき
県の職員である食品衛生監視員が施設に立入り、監視指導を行っている。

●食品等事業者
食品、添加物、器具もしくは容器包装の生産、製造・加工、流通・販売を営む者、若しくは継続

的に食品を供与する者のこと。
食品の安全性確保には、食品等事業者自らが知識や技術を習得し、自主的に衛生管理を行うこと

が重要。

●と畜検査
安全で衛生的な食肉を供給するため、「と畜場法」に基づき、と畜場に搬入される獣畜一頭一頭

について、と畜検査員が行う検査のこと。

●ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point：危害分析重要管理点）
食品の衛生管理手法の一つ。米国のＮＡＳＡが安全な宇宙食を供給するため開発した衛生管理シ

ステムで、従来のように最終製品の検査によって安全を保証するのではなく、製造における重要な
工程を連続的に監視・記録することによって、ひとつひとつの製品の安全性を保証しようとする衛
生管理手法のこと。

●ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
食品衛生法の改正に基づき、令和３年６月１日から原則全ての事業者に「ＨＡＣＣＰに沿った衛

生管理」が求められることとなった。
事業者は、施設規模などに応じて、「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」（大規模事業者）、「ＨＡＣＣ

Ｐの考え方を取り入れた衛生管理」（小規模事業者）のいずれかの衛生管理を実施する必要がある。

HACCP に沿った衛生管理

HACCP に基づく衛生管理 

【対象】大規模事業者、と畜場など
○取組内容
 コーデックス７原則に基づく管理

HACCP の考え方を 
取り入れた衛生管理

【対象】小規模事業者など
○取組内容
 業種別の手引書に基づく管理

HACCPの７原則12手順
手順１　HACCPのチーム編成
手順２　製品説明書の作成
手順３　�意図する用途及び対象となる消

費者の確認
手順４　製造工程一覧図の作成
手順５　製造工程一覧図の現場確認
手順６　危害要因分析の実施　　【原則１】

手順７� 重要管理点の決定　　　【原則２】
手順８� 管理基準の設定　　　　【原則３】
手順９� モニタリング方法の設定【原則４】
手順10� 改善措置の設定　　　　【原則５】
手順11� 検証方法の設定　　　　【原則６】
手順12� 記録と保存方法の設定　【原則７】

手引書
・�小規模な事業者がHACCP に取り組め
るよう業種毎に様々な手引書がありま
す。
・�衛生管理計画の作成方法や解説、様式
などが掲載されています。
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●健康食品
広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般。
健康食品は大きく、「特定の機能の表示ができるもの（保健機能食品）」と「そうではないもの＝

いわゆる健康食品」の２つに分けられ、保健機能食品には、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」
及び「機能性表示食品」の 3 種類がある。

●無承認無許可医薬品
成分（原材料）、形状、効能効果等から見て医薬品に該当する物が、医薬品医療機器等法に基づ

く承認・許可を取得せずに食品等として製造・販売されているもの。

「いわゆる健康食品」 機能性表示食品 
（届出制）

栄養機能食品 
（自己認証制）

特定保健用食品 
（個別許可制）

医薬品 
（医薬部外品を含む）

健康食品 医薬品
保健機能食品
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（２）　食品の安全性に関する各種検査の実施
①　食品の残留農薬等の検査

食中毒の未然防止及び不良食品の流通防止のため、農産物や輸入食品の残留農薬検査、
有害物質の検査、畜水産物の抗生物質及び合成抗菌剤等のモニタリング検査等を実施し
ます。

②　食品添加物等の検査
食品衛生監視員が食品製造施設及び販売施設等に立入り、食品等の収去を行い、流通食

品について、成分規格基準等に係る検査を実施します。

■施策の目標指標
指　標 令和２年度実績 令和８年度目標

食品関係施設
の監視達成率

Ａランク 105.6％ 100％

Ｂランク 106.0％ 100％

集団給食施設の監視達成率 92.2％ 100％
食品事業者への衛生講習会

（ＨＡＣＣＰ関連を含む）の開催数 166 回 180 回

１）	 	ランク別監視施設：業種毎に過去の食中毒の発生頻度や、監視の重要度に応じランク分けし、衛生状況を確認指導
する。

	 　Ａランク（広域流通する製造業など）：標準監視回数、年２回
	 　Ｂランク（飲食店営業（食堂、仕出し弁当など））：同上、年１回
２）	 監視達成率は、休業等で営業実態のない施設を除き算出。
３）	 中核市である富山市保健所の数値を含まない。

用 語 解 説
●モニタリング検査

検査対象品の実態を把握するため行われる、監視・観察の意味を持つ日常的・継続的な検査の
こと。

●収去
法律に基づき、試験検査をするために必要最小限の物品を職員に無償で確保させること。

●食品衛生監視員
食品衛生法に基づき、食品関係施設に立入検査し、食品衛生に関する指導等を行うため、都道

府県知事等がその職員の中から任命した者のこと。
食品衛生監視員は、主に厚生センターにおいて食品関係営業施設の許可及び監視指導、食中毒

事故等の調査、営業者に対する衛生教育の業務を行っている。
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４　食品表示の適正化
（１）　食品表示の普及啓発

①　食品表示の消費者への普及啓発
食品表示制度についての理解を深め、消費者の自主的かつ合理的な商品選択を確保する

ため、消費者を対象とした出前講座や研修会等により、適正な食品表示の普及啓発に努め
ます。

さらに、食品表示 110 番を通じた意見や要望を受け付けるとともに、食品表示関連情
報のホームページへの掲載や動画等の活用により食品表示の理解促進を図ります。

②　食品表示の事業者への講習会、セミナーの開催
食品表示法の制定や全加工食品への原料原産地表示

の義務づけ、遺伝子組換え表示制度の改正等、食品表
示に関係する様々な法令の改正に合わせて、食品表示
講習会等を開催することにより、食品関連事業者への
適正な食品表示の周知徹底に努めます。

また必要に応じて関係機関との連携のもと、食品関
連事業者のコンプライアンス体制を確立するため、食
品関連事業者向けのセミナーや意見交換会を開催します。

③　啓発資材を活用した情報発信
複数の法令にまたがる食品表示の内容を、わかりやすく解説した食品表示マニュアルや、

パンフレット、リーフレット、啓発動画等を活用し、食品表示の周知に努めます。

食品表示講習会

■食品表示に関する主な法令等

ＪＡＳ法
名称、原材料名等

食品衛生法
期限表示、添加物、

アレルギー等

健康増進法
栄養成分表示

・整合性の取れた表示基準の制定
・消費者、事業者双方にとってわかりやすい表示
・消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与

食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設

食品表示法
○品質事項　　○衛生事項　　○保健事項

（令和２年４月１日より完全施行）

【関係法規】
・景品表示法 ・公正競争規約 ・計量法 ・米トレーサビリティ法
・牛トレーサビリティ法
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用 語 解 説
●食品表示法

平成 27 年４月に施行、令和２年４月に完全施行された法律。ＪＡＳ法、食品衛生法及び健康増
進法の食品表示に関する規定を統合したもの。それぞれの法律の規定を品質事項、衛生事項及び
保健事項として整理。

食品表示法では、消費者に販売されるすべての食品に食品表示が義務付けられており、食品関
連事業者は自主的に適正表示を推進することが重要。

○品質事項
 原材料名、原産地など、消費者の商品選択に資する品質に関する表示事項。
  国内で製造された全ての加工食品で、重量の割合が最も高い原材料の産地表示が義務化され、

令和４年４月１日から完全施行。
○衛生事項
 添加物、アレルギー表示など、飲食に起因する衛生上の危害発生防止に関する表示事項。
○保健事項
 栄養成分表示など、国民の栄養の改善、健康の増進に関する表示事項。

●景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）
消費者に誤認される表示や過大な景品類の提供を制限及び禁止。

●公正競争規約
景品表示法の規定により、事業者が表示または景品類に関する事項について自主的に設定する

業界のルール。

●計量法
食品表示に関する内容量の記載方法は計量法で規定され、計量の基準を定め、適正な計量の実

施を確保。

●米トレーサビリティ法
米穀等を取引したときの入荷・出荷記録の作成・保存、事業者間及び消費者への米穀の産地、

米加工食品の原料米の産地を伝達。

●牛トレーサビリティ法
牛の伝染病であるＢＳＥ（牛海綿状脳症）を契機に平成 15 年に制定。牛を個体識別番号により

一元管理し、生産から消費まで個体識別番号やロット番号を伝達することにより、消費者に個体
識別情報を提供。

※ ＢＳＥの病原体が蓄積する特定危険部位（全月齢の扁桃及び回腸遠位部、30 か月齢超の頭部（舌、頬肉、皮及び扁桃
を除く。）、脊柱及び脊髄）は除去・焼却が義務付けられ、食肉の安全性が確保されている。

（２）　食品表示の監視・指導
①　「食品表示 110 番」による相談対応

食品表示に関する県の総合的な相談窓口として、「食品表示 110 番」を設置し、消費者
や食品関連事業者等からの食品表示に関する相談等に対応するとともに、不適切な表示に
ついての情報収集を行います。

寄せられた相談等については、所管する所属機関の意見等を総合して、相談者に回答す
るとともに、必要に応じて現地指導等を行います。
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②　「食品表示ウォッチャー」による小売店の食品表示実態調査
小売店における食品表示の実態を常に把握するため、消費者からなる「食品表示ウォッ

チャー」（県内小売店で販売されている食品の表示状況を監視・調査する一般消費者。）を
県内にくまなく配置し、日常の買い物の中で小売店の食品表示の実態を調査し、報告して
もらいます。不適切な表示をしている小売店は、担当職員が改善指導を行い、食品表示の
適正化を図ります。       

③　食品製造業、販売業者に対する食品表示の監視指導
食品衛生監視員や、食品表示法に基づく立入検査職員等が連携して、食品製造業者や販

売業者の店舗等において、食品表示の実態を調査するとともに、適正表示の指導を行いま
す。また、食品の表示と表示内容の一致の確認のため、事例によっては買上調査を行います。

（３）食品表示の効率化
   食品関連事業者による自主的なＩＴ技術を利用した食品表示システムの適正化など、効

率的な食品表示システムの構築に向けた普及啓発を行います。

指　標 令和２年度実績 令和８年度目標

食品表示の消費者への普及啓発活動の実施数 ２回 ５回

食品表示 110 番の各種相談の解決率
（対応済みの件数÷相談件数） 100％ 100％

食品表示ウォッチャーの食品表示実態調査等に
おける適正な店舗の割合 97.4％ 100％

■施策の目標指標
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１  日頃から県民の健康保護が最も重要であるという基本的な認識のもとに、関係部局が緊密に
連携し、広範な食品危害情報の収集及び分析に努めるとともに、迅速かつ適切な対応を行い、
県民の生命又は健康への悪影響の未然防止と抑制に努めます。  

２  緊急事態の発生に備え、事件や事故を想定した対応マニュアル、関係者の連絡名簿、必要資
材等を整備するとともに、机上訓練等の実施により、関係部局との役割分担や連携方法を明確
にするなど、食品を介して県民の健康を脅かす緊急事態への対処に必要な体制を整備し、食品
による事件、事故等に適切に対応します。

３  緊急事態の発生に際しては、対応マニュアル等に基づき、速やかに対策本部等の設置、発生
状況の把握、応急措置並びに原因究明など、必要な対策を講じます。

また、健康被害の拡大を防止するとともに、風評被害の発生を防止するため、相談窓口の設
置や情報の一元化を図り、報道媒体を活用して正確な情報を提供します。

４  緊急事態の終息時には、発生原因や要因の調査分析に基づき、再発防止について有効な措置
を講じるとともに、対応の問題点や改善点等について検証を行い、必要と認められる事項につ
いては、対応マニュアルの改善等に努めます。

Ⅴ　緊急時の対応Ⅴ　緊急時の対応

Ⅵ　施策の公表と基本方針の見直しⅥ　施策の公表と基本方針の見直し
食品の安全性確保に関する施策を、わかりやすく県民に示すため、年度毎に施策体系及び実施

状況を取りまとめ、公表します。
また、食を取り巻く環境は絶えず変化しており、今後も新しい課題や問題の発生が予想される

ことから、状況の変化等に対応するため、必要に応じて基本方針の見直しを図ります。
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食品による事件・事故の発生時における対応食品による事件・事故の発生時における対応

・富山県危機管理基本方針
・富山県健康危機管理基本方針

・富山県食品安全危機管理マニュアル
・富山県健康危機管理マニュアル
・富山県食中毒対策要綱
・富山県家畜伝染病対策本部設置要綱 等

【関連する指針・マニュアル等に基づく対応】

【庁内対応：各種対策本部等の設置】
●情報の収集・確認
● 事件の内容・規模・拡大の見通しに関す

る分析検討
●県関係部局との連絡調整
●事件・事故発生の原因究明
●県民・報道関係への情報提供

【 現地対応：
厚生センター、家畜保健衛生所等】

●現地の調査、情報の収集・確認
● 事件・事故の状況、規模に応じ、応援人

員の要請
●防疫措置等の対応

連　携

検査・分析

調査、連携
救急救命等

・国関係省庁
 （ 厚生労働省､ 農林

水産省､ 消費者庁）
・関係都道府県

・検査機関
 （衛生研究所等）

・ 市町村、県警本部、
消防本部、医療機
関、関係団体

食品による事件・事故

富山県

・家畜伝染病予防法（国）
・ 健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領（国）

＜＜＜　対応体制図　＞＞＞
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